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   埼 玉 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 
 

                                                  平成１３年 ３月３０日 

                                          埼玉県規則第３７号 

 

  （条例第２条第２項第２号の規則で定める機関） 

第１条 埼玉県情報公開条例（平成１２年埼玉県条例第７７号。以下「条例」とい

う。）第２条第２項第２号の規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。 

 一 埼玉県平和資料館 

 二 埼玉県立歴史と民俗の博物館 

 三  埼玉県立さきたま史跡の博物館 

 四  埼玉県立嵐山史跡の博物館 

 五  埼玉県立近代美術館 

 六  埼玉県立自然の博物館 

 七  埼玉県立川の博物館 

  

 （実施状況の公表） 

第２条 条例第３６条の公文書の開示の実施状況の公表は、毎年６月末日までに埼

玉県報への登載その他の方法により行うものとする。 

２ 前項の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。 

 一 開示請求の状況 

 二 開示又は不開示の決定状況 

 

   附 則 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

  この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 


